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原
子
力
基
本
法
改
正
等
に
お
い
て
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
の
文
言
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
関
す

る
質
問
主
意
書

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
以
下
、
「
設
置
法
」
と
い
う
。
）
が
本
年
六
月
二
十
日
に
成
立
し
た
が
、
同
法
の
目
的
及
び

原
子
力
規
制
委
員
会
の
任
務
に
係
り
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」
と
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
と
も
に
、
同
法
附
則

に
お
い
て
原
子
力
基
本
法
並
び
に
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
「
炉
規
法
」
と

い
う
。
）
が
改
正
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
と
の
文
言
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

我
が
国
の
非
核
三
原
則
の
放
棄
及
び
核
武
装
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
拡
大
解
釈
の
余
地
を
残
し
、
軍
事

転
用
に
道
を
開
く
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
懸
念
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
内
の
み
な
ら

ず
、
韓
国
等
海
外
か
ら
も
懸
念
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
法
案
提
出
者
の
立
法
意
思
及
び
内
閣
の
解
釈
は
参

院
環
境
委
員
会
で
の
審
議
等
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
改
め
て
内
閣
と
し
て
の
解
釈
及
び
見
解
を
確
認

す
る
た
め
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

日
本
が
非
核
三
原
則
を
放
棄
し
、
核
武
装
を
目
指
す
こ
と
は
将
来
に
わ
た
っ
て
あ
り
得
ず
、
原
子
力
利
用
は
平
和
目
的
に

厳
格
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
内
閣
の
意
思
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

一



二

設
置
法
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
原
子
力
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、
同
法
第
二
条
（
基
本
方
針
）
に
、
第
二
項
「
前
項
の
安

全
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
確
立
さ
れ
た
国
際
的
な
基
準
を
踏
ま
え
、
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全

並
び
に
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。
」
が
追
加
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て

「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
」
す
る
と
は
い
か
な
る
意
義
で
あ
る
の
か
、
内
閣
の
解
釈
を
示
さ
れ
た

い
。

�

同
法
第
二
条
第
一
項
で
は
「
原
子
力
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安
全
の
確
保
を
旨
と
」
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
今

回
新
設
さ
れ
た
同
条
第
二
項
は
前
掲
の
通
り
「
前
項
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
は
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原
子
力
の

平
和
利
用
の
原
則
は
将
来
に
わ
た
り
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
く
、
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
軍
事
転
用
の
余
地
が
一

寸
た
り
と
も
開
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
す
る
が
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

今
回
疑
念
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
設
置
法
附
則
に
お
い
て
「
原
子
力
の
憲
法
」
と
言
わ
れ
る
原
子
力
基
本
法
が

改
正
さ
れ
た
と
い
う
取
扱
い
、
及
び
設
置
法
案
が
衆
院
提
出
と
同
日
に
わ
ず
か
二
時
間
の
環
境
委
員
会
審
議
を
経
て
通
過

し
、
参
院
に
お
い
て
も
衆
院
通
過
と
同
日
の
本
会
議
質
疑
及
び
わ
ず
か
三
日
間
（
か
つ
連
続
し
た
三
日
間
）
の
環
境
委
員
会

で
の
審
議
を
経
て
成
立
に
至
っ
た
経
過
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
原
子
力
基
本
法
と
い
う
重
要
な
法
律
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

二



よ
り
慎
重
な
手
続
き
を
踏
む
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
内
閣
と
し
て
も
拙
速
な
改
正
を
慎
む
よ
う
公
式
、
非
公
式
に

要
請
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
そ
の
反
省
を
含
め
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

今
回
の
原
子
力
基
本
法
改
正
等
が
疑
念
を
招
い
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
速
や
か
に
又
は
設
置
法
附
則
第
五
条
（
原
子
力

利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
係
る
事
務
を
所
掌
す
る
行
政
組
織
に
関
す
る
検
討
）
に
基
づ
き
改
正
を
行
い
、
原
子
力
平
和

利
用
の
原
則
及
び
非
核
三
原
則
の
堅
持
を
内
外
に
改
め
て
表
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
見
解
は
い
か
が
か
。

四

設
置
法
第
一
条
に
お
い
て
は
、
法
律
の
目
的
と
し
て
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
、
同
第
三
条

で
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
任
務
と
し
て
「
…
…
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
た
め
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の

確
保
を
図
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
附
則
第
五
条
（
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確
保
に
係
る
事
務

を
所
掌
す
る
行
政
組
織
に
関
す
る
検
討
）
に
お
い
て
は
、
「
放
射
性
物
質
の
防
護
を
含
む
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
の
確

保
に
係
る
事
務
が
我
が
国
の
安
全
保
障
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
」
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
て
は
、

「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
」
こ
と
又
は
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
掲
げ
た
こ
れ
ら
の

条
文
の
意
義
及
び
解
釈
を
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。

五

炉
規
法
第
一
条
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
の
目
的
は
「
国
民
の
生
命
、
健
康
及
び
財
産
の
保
護
、
環
境
の
保
全
並
び
に
我
が

三



国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
と
な
っ
た
が
、
炉
規
法
が
「
我
が
国
の
安
全
保
障
に
資
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
こ
と

の
意
義
及
び
解
釈
を
、
そ
の
根
拠
と
と
も
に
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
改
正
炉
規
法
第
一
条
に
つ
い
て
も
、
条
文
構
成
上
、
質

問
二
の
�
と
同
様
の
解
釈
が
成
立
す
る
と
考
え
る
が
、
あ
わ
せ
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

同
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
軍
事
転
用
の
懸
念
に
加
え
て
、
使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
路
線
の
維
持
を
図
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
の
声
も
聞
か
れ
る
。
実
際
、
報
道
に
よ
れ
ば
、
経
済
産
業
省
幹
部
が
、
外
国
の
使
用
済
み
核
燃
料
を
日
本
が
引
き

取
り
再
処
理
す
る
こ
と
で
、
岐
路
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
再
処
理
路
線
を
維
持
す
る
根
拠
が
で
き
た
と
い
う
旨
の
発
言
を
し

た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
意
図
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
な
き
ま
ま
に
設
置
法
案
に
潜
り
込
み
、
又
は
都
合
よ

く
解
釈
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


